
うぞ。  

C）田中栃木県健康福祉部長 栃木県でございます。福祉系高校もコースとして持っている  

んですけれども、やはり今後の少子化の中で、今回600時間近いカリキュラムの増という  

ことで、いい生徒さんを集めたいと思っているんですけれども、一方で、カリキュラムだ  

けが長くなって、魅力のあるコースを見てもらわないと、なかなかいい人が集まらないの   

ではないかなと思っています。   

1つだけ確認なんですけれども、今回の准介護福祉士は、落ちてしまった人がいくべき  

コースなのか、あるいは難しくなったコースを卒業したことについて、叫定の評価をして   

もらおうという措置なのか。立法趣旨は、どちらの方がメインと して考えるべきなのか。   

今後、地元等で説明していかなければいけないんですが、考え方と して、増えた分の評価  

ということでいいのか、その点を確認させてもらいたいです。  

⊂）木下福祉基盤課長 法律上は、養成施設の卒業、要するに、カリキュラムを履修したと  

いうところで評価をして、与える資格であります。ただ、先ほど申し上げたように、介護  

福祉士となるように努めるということなので、まずは国家試験を受けて、介護福祉士にな  

っていただく ことを前提にしておりますけれども、法律上は、今、申し上げたような性格   

になっております。   

○岩田部会長 どうぞ。  

○京極部会長代理 前半においては、やや疑問視の意見が多くて、局長のお詣で大分わか   

りました。   

部会長代理ということではなくて、審議会の一委員と して発言いたしますと、今度の附  

則の准介護福祉士は、確かに審議過程では出てこなかったことは事実だと思います。ただ、  

本則において、ここで議論されたことのほとんどが入っているという ことも確認していい   

のではないかと思いますtr   

附則については、江草先生がいらっしやいますけれども、介養協の側からは、自分たち  

が試験を受けさせられて不利になったという強い御意見がありました。正直いいますと、  

得したのは福祉校と現場ではないかという感じがあって、あれだけカリキュラムの時間を  

増やして何もない。しかも、落ちたら、その学校がひどい学校にさせられてしようような  

感じもあって、議論と して は、フィリ ヒン問題は別と して、私は内容的には審議会の中で  

あったのではないかと伺っています。そういう点では、むしろ、今回、附則で明確になっ  

、 かえって、はっきり したのではないかと感じております。   

特に准という言葉は、准看護師を想定するような感じなので、私は余り好きではない言  

葉なので、准看廃止論なんですけれども、しかし、性格的には、1E看と准看の違いと、今  

度の介護福祉士と准介護福祉士は、言巣は似ていても、全くアナロジー的に肌致すると考  

えてはいけないので、先ほど福田委員の代理の方がおっしゃったように、より高い時間を  

やって、何も資格を与えないのはひどいのではないかということで、准を付けているわけ   

なので、そういう面では、むしろ、よろしいのではないか㌻  
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むしろ、今圭で介護福祉士を取って、自動的に卒業して取った人たちは、もうちょっと  

訓練しないと危ないのではないか。試験を受けてなった方々、あるいは准介護福祉士の方  

がレベルが高いという構造ですね。そう しますと、これは附帯決議になるのかわからない  

けれども、今まで自動的に取ってしまった人たちはどうするのか。この人たちにもっと訓  

練をして、法律的にはできないんですけれども、、そういう研修を受けない人は、介護福祉   

士の名称独占は許さないとか、そこまではいかないんでしょ うけれども、少なく とも、義   

務的に努力していただかないとならないので、そちらの方も大きな問題ではないか。60万  

人いらっしやるわけですから、試験以外で入った養成課程の方々に対する配慮といいます   

か、その方が大事だと思います。かえって、落ちた方に准と付けて、片身が狭いかもしれ  

ないけれども、この法律を見ますと、介護福祉士になるように努力するということですか  

ら、例えば研修あるいは試験をもう一回受けることに対して、現場の方ももっと保証して  

やらせなければいけないという法的な裏づけがある。今までのように、施設長さんには内  

緒で受けにいく ことがなくなるわけなので、私はかえって、全体の資質向上には役立つと  

思います。 ヘルパー2級もいずれなくなってくるかもしれないし、そのときに、准とい  

うのも、まんざら捨てたものでもないのです。今の養成機関よりはるかに上ですから、私  

は非常に妥当な線ではないかと思って聞いておりました。   

法律的な海外との関係の問題は、外交上の問題でございますので、この場で審議する課  

題ではなかったから、出ていなかったんですが、いずれこういうことになるかなという感  

じはしていましたけれども、とりあえず、私の意見を申し上げました。良くなりましたけ   

れども、よろしくお願いいたします。   

⊂）岩田部会長 時間が1時間を経過しそうなのですが、おっしやりたいと思いますので、  

簡潔に－一言ずつお願いいたします。  

⊂）江草委員 一言申し上げます。   

私は大きな流れとして、大変な前進であると思っております。ただ、今お話の准介護福  

祉士については、全く懸念を持たないわけではありませんが、先ほどの課長のお話の中に、  

環境が整えば解消という言葉があったり、この文章の上にも当分の間とあります。この当  

分の間と環境が整えば解消については、今ここで議論することでもありませんけれども、  

可能な限り当分の間であってほしいし、環境を整える方向にいってほしいと思っておりま   

す。  

以上です。   

〔）岩田部会長 どうぞこつ  

⊂）井部委員 私も介護福祉1二の質の向上を目指して、制度の改正は大変賛成なんですけれ  

ども、今、議論になっております准介護福祉士ですけれども、すぐに連想するのは、准看  

言隻師であるわけです。准看護師は地方自治体の知事の試験を受けて、合格した人が准看護  

師になるわけで、試験に落ちた人に准が付くげ〕は、横並びに見ますと非常に混乱します′二  

つまり、看護師の国家試験を受けて落ちた人は、ただの人、普通の人なんですし「幾ら大学  
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の看護学校を出ていても、普通の人なんです。その人に准は付かないわけでありまして、  

そういう点からいうと、非常に矛盾していると思うので、私たちは准看護師を准看と言い  

ますけれども、今度は准介と言うんでしょうか。そういう点で、私は名称をもう少し工夫  

する余地があるのでないかなと思っており 嘉す。  

○岩田部会長 鴻江委員どうぞ。   

○鴻江委員 将来的には、国試によります介護福祉士に集約をしていただきたいというの  

があるわけですけれども、現場におきましては、混乱するほど、資質向上に向けて努めた   

いけれども、人がいないとい うのが第一でございます。そういった中で、こういったE P  

Aも出てきたわけですけれども、それを考えるならば、名称の部分は、こだわる部分はあ  

っても致し方ない対応なのかなと思っておりますし、また、この中で1，800時間の研修の  

内容とワーキングチームで、人ももんでいただきながら、またさまざまな研修を受けるこ  

とによっての資質向上に努めていただければよろしいのではないかと思っております。   

以上でございます。  

C岩田部会長 ありがとうございました。   

これは報告事項ですから、これについて、何か結論を出すということは、私たちの仕事   

ではないわけですけれども、この間2つの専門資格の質の向 ヒについて、この部会で議論  

して、一定の結論を出した問題ですから、その趣旨が多少外れてくるかもしれないという  

ことに対しての皆様方の危惧は当然だと思います。しかし、現実的に現場では人がいなけ  

れば困るという問題や、国際的な問題がある中で、法律案そのものと して、私どもの考え  

たものとは別の准介護福祉士という経過的なものが挿入されたという報告を受けたわけで   

す。   

この部会と しては、今、出ました御意見を行政の方に十分配慮していただきまして、特  

に当分の間ということを明確にして頂きたい。また、准という意味は経過的途上というこ   

とで、准看と違うというご説明ですが。現場の混乱や、先ほど差別という言葉がありまし  

たけれども、そういったことをできるだけ回避して頂きたい。介護のユーザーが信頼でき  

る介護者と して、ラベルと して、名実ともにそれが働く ような形で、今後、御努力いただ  

きたいということを、この部会で今までいただいた御意見とともに、明記していただいて、  

Lばらく見守っていく といいますか、特に現場でのさまざまな混乱を回避するような方向   

での御努力をお願いしたいという ことに、とどめざるをえないと思いますが、よろしいで   

し ょ うか。  

C）村尾委員 済み去せん。社会福祉上について、一言よろしいでしょ うか。  

C）岩田部会長 どうぞ、   

C）村尾委員 社会福祉上のことで、 一言だけ申 しLげさせていただきたいと思いますけれ   

ども、このたび、かねて懸案でありましたことだとか、いろいろ議論が出ました定義だと  

か、義務規定、それから、任用とか、その辺りを人変明解に苦いていただきましたことに  

ついて、職能同体と して御礼を申し上げたいと思います「 
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要望ですけれども、14ページの これからの意見書に係る課題ですが、13ページの介護福  

祉士のところでは「専門介護福祉士（仮称）の検討」というのがありますけれども、社会  

福祉士につきましても、こういう事項につきまして、検討の項目として取り 上げていただ  

ければと思います。   

それから、今後、議論する際に、余りにもデータがなくて、私どもは会員だけの調査を  

緊急にいたしましたので、その報告の機会をつくっていただければとありがたいと思って   

おります。   

今、こういう調査はなかなかできませんので、名簿が使えるところで、定期的に基礎デ   

ータを集めるようなことをしていただければとお願いをしたいと思います。   

以上でございます。  

⊂）岩田部会長 それでは、御意見と して何ったということで、本日の議題に移りたいと思   

います。   

懸案であった「（1）人材確保指針の見直しについて」ということですが、見直しと介  

護福祉サービス従事者の状況について、まず事務局より説明をしていただきまして、そし  

て、続けて、今日来ていただきました野寺理事長と上田所長から御報告をいただきまして、  

その後、ここでのディスカッションに移りたいと思います。   

ちょっと時間が押していますので、なるべく短目にお願いいたします。  

⊂）成田福祉人材確保対策室長 それでは、まず資料2の「『社会福祉士養成課程における  

教育内容等の見直しに関する作業チーム』の設置について」の御報告をさせていただき圭  

す。   

1ページの 「趣旨」にございますように、昨年9月から、この福祉部会において、社会  

福祉士の制度の在り方について御議論いただき、昨年12月に社会福祉士の養成課程におけ  

る教育の内容等について、専門家・実践者による作業チームを設置して検討するようにと  

いう御意見をいただいております。   

これを踏まえ蓋して、先般、作業チームを設置いたしました。表紙に書いてございます  

ように、3月 6日に第1回の会合を開催しており ます。今後、秋をめどにとりまとめを行   

1）ていただく ようなスケジュールで検討をお願いしていきたいと思っております。   

2ペー ジに検討事項が書いてございますが、 教育力リキュラム、実習の在り方、教員や  

実習指導者の要件、国家試験の在り方、実務経験の範囲等について御議論いただきたいと  

思っております。3ページに委員の名簿を付けております。   

次に、 人材確保関係の資料は、資料3 と資料4でございます′「この後、2人の方にプレ  

ゼンテーションをお願いしておりますので、ポイントだけ御説明させていただき、資料は  

後ほどご覧いただきまして、次L口J以降の御議論、御検討の際の参考にしていただければと   

思います。ノ   

まず資料3の「人材確保指針の見直しについて」でご ざいます。1ヘージでございます  

が、社会福祉法におきましては、厚生労働大臣が社会福祉事業従事者の確保を図るための  
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措置に関する基本的な指針を定めなければならないと規定されており、現行の指針は、平  

成5年に策定されております。   

一方で、昨年7月に介護福祉士制度の見直しに関する検討会を開催いたしまして、この  

報告書におきましても、介護福祉士の資格取得後の能力開発、魅力と働きがいのある職場  

づく りグ）重要性といったようなことについて、御指摘がございました。   

また、この福祉部会におきましても、昨年12月の意見書におきまして、総合的な福祉人  

材確保対策を講じていくべきであり、引き続き、本部会において審議を行い、指針の見直  

し等について検討を行っていく こととされております。   

2ページ以降は、参考資料でございますので、項目だけ御紹介させていただきます。   

まず2ページの別添1は、指針の根拠となる社会福祉法の法律の規定、3ページの別添  

2は、現行の平成5年に策定された人材確保指針の概要、5ページの別添3は、昨年7月  

の介護福祉士の見直しの検討会で出された報告書の概要のうち、「資格取得後の生涯を通  

じた能力開発とキャリアアップ」と「魅力と働きがいのある職場づく り」についての内容   

を御紹介したもの、7ページの別添4は、12月にいただきました福祉部会の意見書の人材  

確保対策に関する部分の抜粋でございます。   

8ページからは、現行の人材確保指針の全文でございます。   

資料4は「介護・福祉サービス従事者の現状」ということで、事務局で持っているデー  

タを、御紹介したものでございます。   

2ページだけ御紹介いたしますが、現在、約328万人の介護福祉サービス従事者の方が  

いらっしやると思われます。このうち、老人分野で約6割、右側に円で囲ってございます  

けれども、大体、老人分野の介護職員の方が110万人いらっしやるということで、今回の  

資料は、110万人の方を中心と したデータを付けてございます。   

以下は資料項目だけ御紹介しますが、人数の推移、都道府県別の需給の状況、労働時間、  

給与等の労働条件の状況、定着の状況や離職率、入職率等のデータといったようなものを  

付けております。   

⊂）岩田部会長 それでは、財団法人介護労働安定センターの野寺康幸理事長様から、御発   

言をお願いいたします。  

⊂）野寺理事長 ありがと うございます 

介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律があります、）すべての介護労働者と介護事  

業者に適用される法律でご ざいますが、この法律は平成4年にできておきまして、私ども  

の財団法人は、平成4年にこの法律にのっとって設立されたものでございます。介護労働  

者の福祉の増進を中心にしており ますが、能ノ」開発、雇用管理の改善ということ も延々や  

っておりますけれども、なかなか改善しないという現状でございます。   

私が皆様に申し上げられることでございますけれども、簡単に申し上げると、皆様方が  

それなりに常識と して持っておられることについて、私どもは毎年の調査がございますが、  

それを中心に、少しだけ、そこを掘り下げて、あるいは皆様の常識とちょっと違うかもし  
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れない部分についても触れさせていただきまして、今後の御審議の参考になればという気  

持ちでございます。   

まず離職率がございますが、先ほど室長が御説明になった従事者の現状の資料の27ペー  

ジに、離職率がございまして、皆様方の過去の議論を参考にさせていただきますと、介護  

の分野の離職率は高いと思っておられるのではないかと思います。どういうふうに高いか   

ということが問題なんですけれども、離職率は大体20％から22％ということでありますけ   

れども、全産業の労働者を27ページで見ますと、計で17．5％となっております。ところ  

が、介護の業界の特色は、8割以上が女性の従業員でございます。そうしますと、むしろ、  

女性の全産業の離職率と比較した方が実態に近い比較になるのではないかということが言   

えるわけです。17．5％に相当する、この年の女性だけの全産業の離職率は、21．7％でござ   

います。したがい蓋して、これと比べると、それほど高くはないのでないか。むしろ、同   

じぐらいではないかということもできます。ただ、この部分は、詳しく見てみないと、そ  

う簡単に結論できないということであります。簡単なブリーフィングのペーパーを用意し  

ましたので、御参考までに見ていただければと思います。   

例えば離職率だけについて見ますと、2の（2）以Fでございます。法人格別に統計を   

と りまして、法人格別にその実態を見てみますと、中でも、非常に採用率が高く、かつ離  

職率も高いという部分が目立つわけでございます。法人格別では、民間企業、医療法人、  

N P Oといったところが、かなり高いわけでございます。また、規模別に見ますと、特に  

従業員が9人以下の事業所は、皆様方の常識を超えるような実態があることが、だんだん   

わかってまいっており ます。  

少し詳しく 申し上げますと、1ページ以下にございますけれども、2職種、2職種とい  

うのは、介護職員、主として施設で働いている方、訪問介護員という介護の主な職種、2  

職種でございますが、この2職種で介護の業界の労働者の約3分の2に当たるわけでござ   

いますので、この方たちがどうなっているかというのが、この介護の現場の実態をかなり   

正確に反映していると思います。そういう意味で、2職種における正社員の過去1年間の  

離職率、採用率を見ますと、全体では、採用率が30％強、離職率が26％強であります。こ   

れを民間企業だけに限って見ますと、採用率が65％で、離職率が35％。N P Oで見ますと、  

同じく採用率が50％で、離職率が26％という状況であります〔更に、驚く ことに、9人以   

「の事業所がどうなっているかといいますと、採用率が100％でありまして、離職率が50  

％に上っております。ということでありますで、例えば9人以下の事業所は、1年間にほ  

ぼ全員入れ替わって、半分ぐらい締めていく という激しい状況なわけです。   

更に、これを非正社員のうちの常勤職員、つまり、非正社員でありながら、1仁社員と同  

じような労働時間を働く ということだけについて見ますと、ちょっと長たらしくて恐縮な   

んですけれども、全体の採用率が58％、離職率38％。同じように、民間企業では採用が7  

0％、離職が‘40％，rl医療法人では、76％、58％、、NI）0では、71％、34％ト 更に従業員9   

人以卜の事業所では、非正社員、常勤職員を1年間に190％採用して、131％辞めていく と  
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いうことであります。言わば、これを私はぎる的な採用と言わさせていただきます。ざる  

で水をすく うような形で、言わば人材を使い捨てしているということであります。改めて  

申し上げておきますけれども、介護の事業に参入しておられる事業者は、ほとんどが善意  

でやっておられるわけです。動機は大変尊敬に値するんですけれども、現実に小規模であ  

り ますと、特に、実際に経営者の理想や感覚とは裏腹に、労働関係の法律でございますと   

か、後ほど申し上げますけれども、処遇の問題でありますとか、いろんな面で、雇用管理   

上たく さんの問題を抱えられて、現実はこういう激しい実態が生じているということであ   

ります。  

山番前に戻りますけれども、全体で見ますと、．介護の分野では非正社員というのが少し  

ずつ増えております。非常勤職員以外に、正社員、非正社員というとり方をしますと、だ  

んだん増えてきている。特に民間企業では6割を超えております。それから、社会福祉協  

議会あるいは共同組合といった法人では、7害り前後でございます。：   

もう少し、 全体の、介護の従事者のイメージでございますけれども、先ほど来、議論に  

なっております資格の問題でありますが、現状では、少なく とも全体の半数近くがホーム  

ヘルパー2級であります。介護福祉士の資格を持っている方は、4分の1強という数字で  

こざいます。したがいまして、後ほど申し上げますけれども、皆様の御議論が、一一体介護  

のどの部分の人たちについての資格なり、能力なのか。その辺をしっかり見極められて、  

失礼ですが、御議論される必要があるのではないかと思います。   

前職の経験でございますけれども、1年間見ますと、84％の方が前職があります。介護  

関係であるものは、そのうちの3分の1。したがって、3分の2、全体で申しますと、約  

半数強が介護以外の分野から流入していることになります。   

これは介護の分野の特徴なんですけれども、現在の仕事に就いた理由は、半数以上がや  

りたい職種、仕事内容だからとお答えになっておられます。今の仕事につきましても、半  

数以上が働き続けられる限り、働き続けたいということでありますが、ことに、現在の事  

業所に残るかどうかについては、残りたいという方は、3分の1ぐらいにとどまっている   

ということであります。何らかの不満があるということでござい圭す。   

もう 一度2ページ目に飛びますが、 離職率について、基本的なことを申し上げました。  

2の（3）の真ん中辺の部分でございますけれども、離職率については、何が問題かとい  

うことであり ますが、私どもの統計調査により ますと、離職者の中に占めます採用1年未  

満の方は4割強でございます。それから、1年以上3年未満の方は、全体の3分の1ぐら  

いであります。、これは後ろの柱で定義してございますので、後でごらんいただきたいと思  

います、採用1年未満の方の離職率は、施設系入所型の非正社員の場合には、45％であり  

まして、二れが一番高いんですけれど阜）、施設系適所型では正社員、非正社員とも、訪問  

系では、正社員がいずれも4割を超えており圭す。1年以上こう年末満のガの離職率は、半  

分以下であり ます′ したがって、それらのこと、あるいはほかの調査等々から、離職率に  

ついて申し上二げられることは、押しなべていうと、従業員9人未満の事業者、特に民間企  
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業、N P O、医療法人にあっては、先ほど申しましたように、高採用、高離職のざる的な  

経営が常態として、あるいは意図的に行われているのではないか。やむを得ず、そういう  

形態をとらざるを得ないということもございましょう し、そういうことでバランスをとっ  

ている、採算を合わせているということもあるのでありましょう。   

採用1年未満の労働者の離職でございますけれども、職場における仕事面でのサポート  

が必ずしも十分でないということが、特に1年未満の方については言えるのではないかと  

思っております。これが高離職の可能性につながっている。   

それから、採用1年以上で3年未満く らいになりまして、若干、自信も経験も積んでま  

いりますと、かえって、自分で自覚した能力、経験の向上が職場で具体的な評価であると  

か、処遇の改善につながっていないということが原因で離職している可能性が高いと思っ  

ており ます。   

雇用管理の改善でございます。現在も先ほど申しました介護労働者の雇用管理の改善等  

に関する法律の中で、実は雇用管理責任者という者の設置が努力義務になっているんです。  

これはかなりの方が御存じないかもしれません。そういうことで、実際に統計をとって、  

どのぐらい普及しているかを調べたわけでございますけれども、制度は知っているけれど  

も、選任していないという事業所が非常に多いんです。全体では、法人格別でございます  

けれども、社団法人、財団法人、社協以外の社会福祉法人、社協の割合で高くなっており  

まして、いずれも知っていながら選任していないところが、これらでは4割を超えており  

ます。御参考までに、N P Oでは4割をちょっと切っております。   

非正社員について、就業規則を作成していないという、労働関係の基本でございますけ  

れども、こういったところが全体で2割を切っておりますが、民間企業や医療法人、N P  

Oでは、4分の1、つまり、25％前後がつくっていないということでありまして、更にそ  

のうちの2割ぐらいが非正社員の労働条件については、採用時に口頭説明で済ましている  

という、労働関係の常識からかなり外れた状況でございます。   

年次有給休暇でございますけれども、制度がない事業所がかなりございまして、全体で  

1割強でありますけれども、民間企業やN P Oでは、2割以l二に上っております。   

健康診断であり圭すが、特に介護の分野では、言わば常識であろうと思うんですが、事  

業所全体で全く実施していないというのは7％程度でござい圭すが、民間企業では12％強、  

N P Oでは16％強ということであります。   

健康保険・厚生年令の加入状況でございますが、加入していないという状況は、事業所  

全体で2割強ですが、民間企業、N P Oでは3割前後にLっております。J   

これらのことから、幾つか言いたいことがあるんですけれども、雇用管理責任者制度と  

いうのは、言わば国の制度でございまして、同じく国が監督官庁であ ります社会福祉協議  

会を始めとする、社会福祉団体等において、未設置率が4割。先ほど申しました高いとい  

うのは、行政内部における相互連携体制が必ずしも）十分ではないのかなと考えております′二   

先ほど申しましたように、多くの事業者が善意で事業展開をしているわけであろうと思  
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うんですが、やはり、現実に、先ほど申しましたように、民間企業、N P Oで、特に経営  

規模が小さいと、労働関係の常識の最低ラインもクリアーできないという現実がかなりあ   

るのではないかと思いますし、これらの状況は、現在も足かせになっておりますけれども、  

今後も介護業界全体の、いろんな意味でのレベルアップの足かせになり続ける可能性があ  

るのではないかと思っております。   

いずれにしても、介護の業界では、現実には非正社員、あるいは非常勤社員、こういっ  

たことを自ら望んでそういう形態にとどまっておられる方もかなりおられます。あるいは  

月収5万円程度で満足している方もいるんです。そういういろんなバライティーに富んだ   

実態を正面から見つめられて、対策を講じられる必要があるのではないかと思っておりま  

す。  

人材確保の視点でございますけれども、少しはしょりますが、今、申しましたように、  

介護分野では事業者、労働者ともに、押しなべて、大変顕著な能力の向上意欲を持ってお  

られます。中身が正しいかどうかは別にし蓋して、事業所全体について見ますと、採用時  

の研修を行っているのは、7割程度に上っておりますし、OJTについても8割。過去1  

年間で何らかの研修を行っているのは、実に9苦りを超えているわけです。そういうふうに、   

労働力能力の向上意識が非常に強い、労使ともに強いというのが、この業界の特徴であり   

ます。   

労働者の側から見ますと、一番の不安は、今、夜勤の問題がございますが、それを別に  

しますと、実際に利用者の方に適切なケアができているんだろうかということを、一番不  

安に思っておられまして、その不安を解消する手段と しては、やはり労働能力の向上ある  

いは研修しかないのではないかと、大部分の方が思っておられるわけでございます。   

現在の仕事を選んだ理由でございますけれども、生活を維持するためというのも勿論あ  

るんですけれども、かなりの方が資格や技能を生かすためということでございます。  

そういうことで、先ほど少し申し上げました訪問介護員だけについて、別の統計をとっ  

たんですけれども、現在の仕事の内容、やりがいの満足度を月収ランク別に比較しても、   

月収5万円の方から月収40万円の方まで、満足度というのは、ほとんど差がないんです。  

そういった特徴がございます。   

ところで、1つ注目すべきは、実際に介護保険の指定サーービス以外の事業をやっている  

かどうかという部分でござい圭す。事業所単位の調査ですが、全体では3割を超える事業   

所が介護保険の指定事業以外の事業をやっております。コ中でも、杜協であるとかN P Oは、  

ある意味で当たり前なんですが、5割を超えております＝，介護以外の事業、つまり、介護  

ではない事業を実施している事業所は、全体では4割強でございまして、社会福祉法人で  

あるとか、医療法人、共同組合、二れはある意味で当然なんですけれども、6割前後。N   

P Oや民間企業でも、、4割前後以外の事業をやっているということであります。   

人材確保につき圭しては、特に、介護労働者は、現実には先ほど申しましたいろんなニ  

ーズがあります。全員が正社員で常勤で働きたいということを希望しているわけではござ  
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いません。勿論、多くの方が月収等に不満を持っておりますけれども、5万円や10万円で  

満足している方もいるんです。したがって、そういった現実の実態に見合った人材の育成、   

確保が必要ではないかと思っております。   

介護保険の指定サービス以外の事業でございますけれども、この事業所の割合は、介護  

保険以外をやる事業所は、拡大しつつございます。したがいまして、保険対象事業、非権  

対象事業、更には家庭における労働介護というものも、広い意味では、介護の重要な分野  

でご ざいますので、そういった分野、役割分担を前提にして、広い意味での人材育成、つ  

まり、一部の介護福祉士の方がレベルを上げるのは勿論必要でございますけれども、それ  

以外の部分が、なおざりにされることのないように、できればなと思っております。   

最後に余談にもなるんでございますけれども、介護というのは、そういうことで、介護  

保険だけでカバーできる分野というのは、当然限られている。現状において、既に限られ  

てございますし、今後もそうではないかと思っております。そういう意味で、介護保険の  

事業の担当分野というか、どこのどの部分を担当するんだということを前提にして、人材   

育成を議論しなければいけないと思っております。   

更に、現実にしばしば耳にするのは、ほかより も努力して、質の高い介護をしようと事  

業者も従業員もー生懸命努力しているにもかかわらず、そのプラスαの努力が処遇等々の  

上で報われる体制になっていないということが問題であろうかと思います。これを介護報  

酬制度の中で解決するのは、ある程度可能かもしれませんが、それでは限界があるのかも  

しれません。そういった部分については、医療にならって、若干、特別料金を取るとか、  

利用者負担の部分が出てきてもいいのかなというような感じがいたすわけでございます。   

雑駁でございますけれども、以上でございます。ありがと うございました。  

⊂）岩田部会長 どうもありがとうございました。大変興味深い、また耳の痛い点もたく さ  

んございましたけれども、こう した現実を踏まえて、私どもも議論していかなければなら   

ないと思います。   

それでは、続き蓋して、大阪府福祉人材センターの上田哲夫様からお願いしたいと思い  

立す。どうぞよろしくお願いいたし圭す。   

⊂）上田所長 上田でございます。   

私は数字を追いながら、大阪府卜における求人・求職の動向について、御報告申し上げ  

圭す。後段の方で、大阪社協がやりました老人施設部会で実施されました介護職員の業務  

に関する意識調査、これは特養ホームの職員さんを対象にやったわけですけれどむ、この  

中から、 この間越について、改めて少し見てみたいと思っております。よろしくお願いし  

ます。   

それでは、資料3ページから入っていきたいと思います。   

「（1）福祉人材センターの有効求人倍率の動向」ですが、中央福祉人材センターが調  

べております全国的な状況を先に載せております。ニれを見ますと、平成17年度に有効求  

人倍率が1を超えております。16年度から17年度にかけて、景気回復の影響を受けて、  
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